
新規事業補助金

令和
８年度 荷主企業四日市港利用支援事業補助金

エントリー期間

補助対象期間 交付時期

令和８年４月１日から令和９年２月１９日まで または予算の財源がなくなるまで

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 令和９年５月ごろ

新規利用分
１TEU（20フィートコンテナ１本）あたり、基本額30,000円

20フィートコンテナ１本あたり 30,000円
40フィートコンテナ１本あたり 60,000円

四日市港でコンテナ貨物※1を1TEU以上、新規に※2利用する
荷主企業

内貿・外貿それぞれ上限３00万円

※１「コンテナ貨物」とは、実入りコンテナ貨物（小口混載貨物は除く。）のことをいいます。

※２「新規」とは、下記①②の両方に該当する場合をいいます。

① 令和７年度において、四日市港におけるコンテナ貨物の取扱いがないこと。 ただし、令和７年度取扱実績が

令和８年度補助申請見込み貨物量の５％未満であればトライアル利用とみなし新規事業の対象となります。

② 過去３年度（令和５～７年度）に新規事業補助金・継続事業補助金の交付を受けていないこと。

申請に必要な書類等詳細は、四日市港管理組合HPに掲載しています。
https://www.yokkaichi-port.or.jp/b_auxiliary.html または、こちらから →

対象

上限額

継続事業補助金

四日市港を既に利用している荷主企業

上限額５00万円
昨年度比＋２００万

助成金額

上限額

対象

前年度貨物量より増加した分について、次の補助単価で積算した額

・ １～ ３００TEU増：10,000円／TEU

・３０１～ ５００TEU増： 5,000円／TEU
・５０１～1,000TEU増： 2,000円／TEU

内貿・外貿それぞれ上限５００万円

新規継続事業補助金

１TEUあたり
（20フィートコンテナ１本）

20フィートコンテナ１本あたり 30,000円
40フィートコンテナ１本あたり 60,000円

助成金額

助成金額

上限額

対象

新規事業の翌年度から連続２年度間申請可能
１TEU（20フィートコンテナ１本）あたり、基本額30,000円

内貿・外貿それぞれ上限３00万円

新規事業の補助を受けた翌年度、翌々年度も継続して四日市港を
利用する荷主企業



あぴーるぽいんと書く

背後圏の道路整備と企業立地

スムーズなコンテナ搬出入

令和８年度からより使いやすくなった補助金

（裏面をご覧ください）

お問い合わせ先 四日市港管理組合 経営企画部 振興課 航路担当
TEL： 059-366-7023 Mail： kouro@yokkaichi-port.or.jp

令和８年度 荷主企業四日市港利用支援事業補助金

申請から交付まで ～手続の流れ～

①交付申請

②審査・交付決定

③事業開始

④事業終了

⑤実績審査、補助金額の確定

⑥補助金の請求

⑦補助金の交付

交付申請書、事業計画書など所定の

書類を四日市港管理組合へ提出

四日市港管理組合にて内容を

審査後、交付決定通知書が届きます。

毎月10日までに、事業計画書に前月分

の実績を記入し、 船荷証券（B/L)、 A/Nなどの写しを添付し

て、四日市港管理組合へ提出

実績報告書へ3月末までの実績を記入した

事業計画書（実施状況報告書）を添付して、四日市港管理組

合へ提出

四日市港管理組合

にて内容を確認後、補助金額の確定通知書が届きます。

所定の様式にて、四日市港管理組合

に請求書を提出

令和９年５月頃、ご指定の口座に振込

にて、お支払いします。

交付時
期

将来拡張計画地
-14m～-15m
１バース ３５0m

CFS

CFS

コンテナ
ターミナル
拡大図

CFS

W26

W80

W27

W8１

工事中

スムーズなコンテナ搬出入
【四日市港：平均待機時間約６分】

（名古屋四日市国際港湾株式会社四日市事業本部 令和７年調査結果）

●ドレージの回転率が大幅に向上し、ドライバーの働き方改革にも貢献！

●コンテナターミナルでの待機時間が非常に短く、
朝一番（８時３０分）でも１５分、最も混雑する１３時００分でも２２分程度！

※車両の待機開始からゲートインするまでの時間

CO2の削減輸送時間の短縮

ぜひ「四日市港」をご利用ください！

mailto:kouro@Yokkaichi-port.or.jp
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